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第２章 直轄調査での検討内容 

 
直轄調査は図 2-1の体制で検討が進められた。本省住宅局から調査コンサルタントに業務発注が

なされ、調査コンサルタントは被災地の市町村や県に赴き、各自治体の要望を踏まえ各種検討を行

った。国総研及び建築研究所（以下、本書において「L 建研」という。）は、本省からの要請に基づ

き調査コンサルタントに対し技術的な支援を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 23 年度から 25 年度において直轄調査で実施した内容を市町村、年度別に示す。（表 2-1） 
表に示す供給計画等以外にも、高齢者、コミュニティ形成に係る検討や市町村個々の要請に基づ

く内容も実施してきているが、災害公営住宅の供給に当たって不可欠かつ実施自治体の多い３項目

（供給計画、意向調査、基本計画）について、ここでは整理した。公営住宅は、「地方公共団体が、

建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸する住宅及びその附帯施設」であ

り、建設等に必要な供給計画、意向調査、基本計画なども基本的には地方公共団体自ら行うもので

あり、市町村が自ら、直轄調査による支援を受けず実施しているケースもある。 
平成 23 年度の直轄調査においては、地域別（岩手・宮城・福島の各南北別）とテーマ別（防

災、環境、高齢者）に分けて検討が行われ、前者は 32 市町村で実施された。平成 23 年度は、直轄

調査の実施方針で重点を置いた基本計画策定の件数が多い。ただし、震災直後であり具体の敷地確

保が不確定な中で、ケーススタディ（仮定の敷地・建築条件の下での計画検討）、ボリュームスタデ

ィ（住宅戸数の算定を主たる目的とする検討）として実施している市町村もある。また、基本計画

の前提となる供給計画については、岩手県の市町村において基本計画と並行して実施している。 
平成 24 年度は、市町村全体の供給計画や個別地区の基本計画の策定、供給促進上ネックとなっ

ている課題の解決に重点が置かれた。 
平成 25 年度も引き続き供給計画や基本計画の策定が進められるとともに、高齢者・コミュニテ

ィ形成支援、面整備一体地区等の供給時期前倒しの検討に重点が置かれた。 
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図 2-1 直轄調査の検討体制 
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全体としては、供給計画、基本計画は平成 23 年度以降減少傾向にある。意向調査については数

が少ないこともあり、明確な傾向は判断できない。基本計画は、平成 25 年度においても３県で 40
地区近くある。 

 
福島県については、原発事故の影響で、復興方針の決定、被害状況の把握、被災者の意向の確認

等の遅れが生じたため、岩手県、宮城県に比べると、全体として個別地区における検討のスタート

が遅れたのはやむを得ない面がある。 
 
基本計画については、住家被害全壊 100棟以上（H26.9時点で福島の２町は不明）である３県の 41

市町村のうち 37 市町村で実施された。 

 
 直轄調査は、災害公営住宅の供給の推進を図るための検討を目的としており、表 2-1で示した基本

計画、供給計画、意向調査以外の事項についても、各年度の市町村の実情に応じ、多様な検討がなさ

れた。（4.3 参照） 
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